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［景観まちづくり刷新モデル地区を指定する都市一覧］
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［景観刷新のイメージ］

目 的

観光立国の実現のためには、地域固有の優れた景観や歴史的な建造物等の景観資源を保全・活用するとともに、人
々が快適に移動することができるような空間・環境づくりを推進することが重要である。そのため、我が国に存在する良
好な景観資源の保全・活用による都市の魅力向上、地域活性化を図るため、目に見える形での景観形成を促進する景
観まちづくり刷新モデル地区を１０地区指定し、集中整備により３年間でまちの景観を刷新する。

事業内容
◆ ： 地方公共団体又は地方公共団体を構成員に含む協議会
◆ ： 国が指定した「景観まちづくり刷新モデル地区」内で事業実施主体が行う事業のうち、以下の事業メニューに該当するもの
◆ ： 予算の範囲内で各事業の１／２以内
◆ ： 原則として３年間

事業主体
対象事業
補 助 率
事業期間

■事業メニュー

（１）景観資源の保全・活用に関する事業
外観修景、歴史的建造物等の保存、城址公園の整備、
ガードレール・路面等の美装化、街路樹の整備 等

（２）景観まちづくりに必要なインフラの整備
散歩道、広場、駐車場、交通結節点、視点場（展望台）の整備 等


